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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書の提出に伴い、平成25年８月29日付をもって提出した有価証券届出書（平成25年12月２日付を

もって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、ま

た、記載事項の一部訂正を行うため本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

下線部　　　は訂正部分を示します。

 

第一部【証券情報】
 (5)【申込手数料】

＜訂正前＞

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％
＊
（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手

数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ

下さい。

収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。

＊ 消費税率が８％になった場合は、3.24％となります。

 

＜訂正後＞

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％
＊
（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手

数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。

収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。

＊ 消費税率が８％になった場合は、3.24％となります。

 

 (6)【申込単位】

＜訂正前＞

申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。申込単

位の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。

 

＜訂正後＞

申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。申込単

位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

（前略）

④ファンドの特色

１．英国を含めた欧州各国（ＭＳＣＩヨーロッパ
※
に採用されている国）の成長性のある企業の株式へ分散投資

を行います。

（中略）

主要投資対象国

オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、

イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、ポルトガル、

ギリシャ

※　平成25年６月末現在、ＭＳＣＩヨーロッパに採用されている国であり、今後変更の可能性があります。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

④ファンドの特色

１．英国を含めた欧州各国（ＭＳＣＩヨーロッパ
※
に採用されている国）の成長性のある企業の株式へ分散投資

を行います。

（中略）

主要投資対象国

オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、

イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、ポルトガル

※　平成25年12月末現在、ＭＳＣＩヨーロッパに採用されている国であり、今後変更の可能性があります。

（以下略）

 

(3)【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（前略）

③委託会社の概況

ａ．資本金の額（2013年６月末現在）

（中略）

ｃ．大株主の状況（2013年６月末現在）　

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

③委託会社の概況

ａ．資本金の額（2013年12月末現在）

（中略）

ｃ．大株主の状況（2013年12月末現在）　

（以下略）
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４【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

＜訂正前＞

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％
＊
（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手

数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ

下さい。

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/

・フリーダイヤル 0120-442-785（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。

＊ 消費税率が８％になった場合は、3.24％となります。

 

＜訂正後＞

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％
＊
（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手

数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。

収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。

＊ 消費税率が８％になった場合は、3.24％となります。

 

(5)【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（前略）

③課税の取扱いについて

以下の内容は平成25年６月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されるこ

とがあります。

 

ａ．個人の受益者に対する課税

◆収益分配金の取扱い

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として10.147％（所得税7.147％及び地方税

３％）
※1
の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課

税または申告分離課税を選択することもできます。

 

◆一部解約金、償還金の取扱い

一部解約時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として10.147％（所得税7.147％及び地方税

３％）
※1
の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座において「源泉徴収あり」を選択し

た場合には、10.147％（所得税7.147％及び地方税３％）
※1
の税率による源泉徴収が行われます。

 

収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税

されません。また、配当控除の適用はありません。

 

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（平成26年１月１日以降）

（中略）

ｂ．法人の受益者に対する課税

◆収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、

7.147％（所得税のみ）
※2
の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はあ

りません。

EDINET提出書類

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 4/31



 

収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税

されません。また、益金不算入制度は適用されません。

※1　税率は、平成26年１月１日から平成49年12月31日までは20.315％（所得税15.315％及び地方税５％）となる予定で
す。

※2　税率は、平成26年１月１日から平成49年12月31日までは15.315％（所得税のみ）となる予定です。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

③課税の取扱いについて

以下の内容は平成26年１月１日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更される

ことがあります。

 

ａ．個人の受益者に対する課税

◆収益分配金の取扱い

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20.315％（所得税15.315％及び地方税

５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税ま

たは申告分離課税を選択することもできます。

 

◆一部解約金、償還金の取扱い

一部解約時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として20.315％（所得税15.315％及び地方税

５％）の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場

合には、20.315％（所得税15.315％及び地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。

 

収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税

されません。また、配当控除の適用はありません。

 

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

（中略）

ｂ．法人の受益者に対する課税

◆収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、

15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はあり

ません。

 

収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税

されません。また、益金不算入制度は適用されません。

（以下略）
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５【運用状況】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

 

＜更新・訂正後＞

(1)【投資状況】

(平成25年12月30日現在)

資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(％)

株式 ドイツ 627,705,944 24.13

 

イタリア 35,679,399 1.37

フランス 430,956,455 16.57

イギリス 455,571,003 17.52

スイス 243,898,017 9.38

オランダ 223,798,369 8.60

スペイン 160,614,009 6.18

ベルギー 75,920,620 2.92

スウェーデン 22,319,129 0.86

ノルウェー 59,653,255 2.29

ルクセンブルグ 69,048,876 2.65

フィンランド 41,588,736 1.60

デンマーク 28,751,760 1.11

アイルランド 29,525,652 1.14

ジャージー 54,792,409 2.11

小計 2,559,823,633 98.42

コール・ローン・その他の資産
(負債控除後)

－ 41,151,131 1.58

合計(純資産総額) － 2,600,974,764 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

＜評価額(上位30銘柄)＞

(平成25年12月30日現在)

国／
地域

種類 銘柄名 業種 数量
簿価単価
評価単価
(円)

簿価金額
評価金額
(円)

投資
比率
(％)

ドイツ 株式 ALLIANZ SE 保険 4,500
17,493.03 78,718,635

3.27
18,917.71 85,129,699

イギリス 株式 BARCLAYS PLC 銀行 162,500
516.20 83,883,508

2.93
468.63 76,152,492

スイス 株式
ROCHE HOLDING AG
GENUSSCHEIN

医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス

2,500
29,857.32 74,643,300

2.83
29,455.44 73,638,600

オランダ 株式 ING GROEP NV 各種金融 50,000
1,045.37 52,268,767

2.81
1,461.37 73,068,937

フランス 株式 AXA 保険 23,000
2,229.41 51,276,625

2.58
2,914.77 67,039,934

スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 8,100
7,742.10 62,711,010

2.41
7,724.37 62,567,397

イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 136,000
343.52 46,719,198

2.16
413.46 56,230,821
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フランス 株式 SOCIETE GENERALE-A 銀行 9,000
4,598.31 41,384,795

2.11
6,092.82 54,835,427

ドイツ 株式 BAYER AG
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス

3,500
12,539.57 43,888,503

2.01
14,944.50 52,305,755

ドイツ 株式
FRESENIUS SE & CO
KGAA

ヘルスケア機器・サービ
ス

3,200
14,134.28 45,229,708

1.99
16,180.32 51,777,048

イギリス 株式 COMPASS GROUP 消費者サービス 30,000
1,566.44 46,993,392

1.92
1,667.22 50,016,816

スイス 株式
THE SWATCH GROUP
AG-BR

耐久消費財・アパレル 700
68,260.50 47,782,350

1.89
70,210.80 49,147,560

ベルギー 株式 KBC GROUPE 銀行 8,000
4,652.47 37,219,830

1.84
5,982.58 47,860,698

イギリス 株式
STANDARD CHARTERED
PLC

銀行 19,600
2,641.29 51,769,413

1.78
2,362.26 46,300,437

イギリス 株式 JOHNSON MATTHEY PLC 素材 8,000
4,613.32 36,906,624

1.74
5,641.98 45,135,897

ドイツ 株式
UNITED INTERNET AG-
REG SHARE

ソフトウェア・サービス 10,000
3,217.20 32,172,090

1.72
4,479.14 44,791,440

ドイツ 株式 DAIMLER AG 自動車・自動車部品 4,600
8,625.13 39,675,628

1.62
9,148.01 42,080,861

スペイン 株式 FERROVIAL SA 資本財 20,500
1,847.21 37,867,840

1.60
2,032.15 41,659,085

フィンラン
ド

株式 SAMPO OYJ-A SHS 保険 8,000
4,638.69 37,109,592

1.60
5,198.59 41,588,736

スペイン 株式 INDITEX 小売 2,400
14,959.41 35,902,588

1.59
17,260.95 41,426,280

オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半導体製造装置 4,000
9,512.24 38,048,999

1.53
9,964.93 39,859,740

スペイン 株式 MAPFRE SA 保険 87,000
406.67 35,380,374

1.52
454.87 39,574,281

フランス 株式 BNP PARIBAS 銀行 4,800
6,678.10 32,054,889

1.51
8,183.72 39,281,860

ドイツ 株式 HEIDELBERGCEMENT AG 素材 4,900
8,591.90 42,100,334

1.49
7,895.07 38,685,850

ドイツ 株式
VOLKSWAGEN AG
PREFERED STOCK

自動車・自動車部品 1,300
24,281.37 31,565,781

1.48
29,532.18 38,391,834

スペイン 株式 BANKINTER SA 銀行 52,000
681.14 35,419,299

1.46
729.89 37,954,363

イギリス 株式 OLD MUTUAL PLC 保険 114,000
364.95 41,604,764

1.46
332.57 37,913,736

スイス 株式 SYNGENTA AG 素材 900
45,329.26 40,796,342

1.45
41,961.00 37,764,900

イギリス 株式
ROLLS-ROYCE
HOLDINGS PLC

資本財 17,000
2,110.14 35,872,404

1.44
2,208.48 37,544,323

ルクセンブ
ルグ

株式 SES メディア 11,000
3,394.17 37,335,870

1.44
3,399.97 37,399,692

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

 

＜種類別及び業種別投資比率＞

(平成25年12月30日現在)

種類 国内／外国 業種 投資比率(％)

株式 外国 エネルギー 1.37

  素材 9.85

  資本財 9.24

  商業・専門サービス 3.32

  運輸 2.14

  自動車・自動車部品 5.76

  耐久消費財・アパレル 3.12

  消費者サービス 1.92

  メディア 1.44

  小売 1.59

  食品・飲料・タバコ 4.82

  家庭用品・パーソナル用品 4.16
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  ヘルスケア機器・サービス 2.98

  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 5.95

  銀行 13.00

  各種金融 4.16

  保険 10.43

  ソフトウェア・サービス 2.82

  テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.13

  電気通信サービス 5.20

  公益事業 1.14

  半導体・半導体製造装置 2.88

 小計 98.42

合計 98.42

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

計算期間末
または各月末

純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)

(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)

第 7期計算期間末(平成16年 5月31日) 6,257 6,257 0.6435 0.6435

第 8期計算期間末(平成17年 5月30日) 5,708 5,708 0.7185 0.7185

第 9期計算期間末(平成18年 5月29日) 6,079 6,079 0.9027 0.9027

第10期計算期間末(平成19年 5月29日) 6,313 6,313 1.2570 1.2570

第11期計算期間末(平成20年 5月29日) 4,578 4,578 1.0376 1.0376

第12期計算期間末(平成21年 5月29日) 2,116 2,116 0.5285 0.5285

第13期計算期間末(平成22年 5月31日) 1,866 1,866 0.5187 0.5187

第14期計算期間末(平成23年 5月30日) 2,059 2,059 0.6334 0.6334

第15期計算期間末(平成24年 5月29日) 1,391 1,391 0.4704 0.4704

第16期計算期間末(平成25年 5月29日) 2,048 2,048 0.8012 0.8012

平成24年12月末 1,723 － 0.6213 －

平成25年 1月末 1,916 － 0.6921 －

平成25年 2月末 1,791 － 0.6791 －

平成25年 3月末 1,797 － 0.6900 －

平成25年 4月末 1,917 － 0.7412 －

平成25年 5月末 2,031 － 0.7953 －

平成25年 6月末 1,880 － 0.7335 －

平成25年 7月末 1,963 － 0.7722 －

平成25年 8月末 1,950 － 0.7747 －

平成25年 9月末 2,084 － 0.8163 －

平成25年10月末 2,219 － 0.8573 －

平成25年11月末 2,368 － 0.9017 －
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平成25年12月末 2,600 － 0.9474 －

（注）純資産総額は、百万円未満切捨て。

②【分配の推移】

 1口当たりの分配金(円)

第 7期計算期間(平成15年 5月30日～平成16年 5月31日) 0.0000

第 8期計算期間(平成16年 6月 1日～平成17年 5月30日) 0.0000

第 9期計算期間(平成17年 5月31日～平成18年 5月29日) 0.0000

第10期計算期間(平成18年 5月30日～平成19年 5月29日) 0.0000

第11期計算期間(平成19年 5月30日～平成20年 5月29日) 0.0000

第12期計算期間(平成20年 5月30日～平成21年 5月29日) 0.0000

第13期計算期間(平成21年 5月30日～平成22年 5月31日) 0.0000

第14期計算期間(平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日) 0.0000

第15期計算期間(平成23年 5月31日～平成24年 5月29日) 0.0000

第16期計算期間(平成24年 5月30日～平成25年 5月29日) 0.0000

③【収益率の推移】

 収益率(％)

第 7期計算期間(平成15年 5月30日～平成16年 5月31日) 13.5

第 8期計算期間(平成16年 6月 1日～平成17年 5月30日) 11.7

第 9期計算期間(平成17年 5月31日～平成18年 5月29日) 25.6

第10期計算期間(平成18年 5月30日～平成19年 5月29日) 39.2

第11期計算期間(平成19年 5月30日～平成20年 5月29日) △17.5

第12期計算期間(平成20年 5月30日～平成21年 5月29日) △49.1

第13期計算期間(平成21年 5月30日～平成22年 5月31日) △1.9

第14期計算期間(平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日) 22.1

第15期計算期間(平成23年 5月31日～平成24年 5月29日) △25.7

第16期計算期間(平成24年 5月30日～平成25年 5月29日) 70.3

(平成25年 5月30日～平成25年12月30日) 18.2

（注）収益率は、小数第２位を四捨五入しております。
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（参考情報）

 

(4)【設定及び解約の実績】

下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

 設定数量(口) 解約数量(口)

第 7期計算期間(平成15年 5月30日～平成16年 5月31日) 1,058,942,467 2,348,297,991

EDINET提出書類

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

10/31



第 8期計算期間(平成16年 6月 1日～平成17年 5月30日) 16,919,187 1,796,464,338

第 9期計算期間(平成17年 5月31日～平成18年 5月29日) 168,993,752 1,379,307,720

第10期計算期間(平成18年 5月30日～平成19年 5月29日) 242,356,261 1,954,067,583

第11期計算期間(平成19年 5月30日～平成20年 5月29日) 172,518,931 782,856,551

第12期計算期間(平成20年 5月30日～平成21年 5月29日) 26,254,182 434,412,047

第13期計算期間(平成21年 5月30日～平成22年 5月31日) 23,833,358 430,632,984

第14期計算期間(平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日) 38,768,847 385,098,790

第15期計算期間(平成23年 5月31日～平成24年 5月29日) 152,778,283 446,149,534

第16期計算期間(平成24年 5月30日～平成25年 5月29日) 27,224,766 427,801,078

(平成25年 5月30日～平成25年12月30日) 435,968,623 247,917,541

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

（前略）

③申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。申込

単位の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。

（中略）

⑤申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％
＊
（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める

手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問

合せ下さい。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

③申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。申込

単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。

（中略）

⑤申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％
＊
（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める

手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。

（以下略）

 

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

（前略）

③解約単位は、販売会社が定める単位とします。解約単位の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会

先にお問合せ下さい。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

③解約単位は、販売会社が定める単位とします。解約単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。

（以下略）
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第３【ファンドの経理状況】

１【財務諸表】

本項の末尾に以下の内容を追加します。

 

＜追加＞

1．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省

令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成

12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

2．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間（平成25年5月30日から

平成25年11月29日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受けております。
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ドイチェ・ユーロスター・オープン

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

    
第17期中間計算期間
(平成25年11月29日現在)

資産の部  

 流動資産  

  預金 44,413,862

  コール・ローン 30,603,731

  株式 2,327,114,183

  未収配当金 1,598,158

  未収利息 25

  流動資産合計 2,403,729,959

 資産合計 2,403,729,959

負債の部  

 流動負債  

  未払金 17,162,157

  未払解約金 505,857

  未払受託者報酬 1,080,980

  未払委託者報酬 15,133,611

  その他未払費用 1,029,437

  流動負債合計 34,912,042

 負債合計 34,912,042

純資産の部  

 元本等  

  元本 2,627,178,951

  剰余金  

   中間剰余金又は中間欠損金（△） △258,361,034

   （分配準備積立金） 850,634,447

  元本等合計 2,368,817,917

 純資産合計 2,368,817,917

負債純資産合計 2,403,729,959
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

  
第17期中間計算期間
(自　平成25年 5月30日
　至　平成25年11月29日)

営業収益  

 受取配当金 12,354,280

 受取利息 2,553

 有価証券売買等損益 129,497,542

 為替差損益 135,361,636

 その他収益 10,955

 営業収益合計 277,226,966

営業費用  

 受託者報酬 1,080,980

 委託者報酬 15,133,611

 その他費用 1,954,059

 営業費用合計 18,168,650

営業利益 259,058,316

経常利益 259,058,316

中間純利益 259,058,316

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 889,495

期首剰余金又は期首欠損金（△） △508,300,816

剰余金増加額又は欠損金減少額 32,258,921

 
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

32,258,921

剰余金減少額又は欠損金増加額 40,487,960

 
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

40,487,960

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △258,361,034
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(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方
法

株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評
価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引

所等における中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は中間計算期

間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。

中間計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当

該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近

の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取

引所等における中間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま

す。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、
金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会
社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合
理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合
理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいておりま
す。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

項目
第17期中間計算期間
(平成25年11月29日現在)

1.受益権の総数 2,627,178,951口

2.元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

258,361,034円

3.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)

0.9017円
(9,017円)

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目
第17期中間計算期間

(自　平成25年 5月30日

 至　平成25年11月29日)

信託財産の運用に関する助言に要する費用として委託
者報酬の中から支弁している額

純資産総額に対して年率0.3％以内の額
 

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目
第17期中間計算期間
(平成25年11月29日現在)

1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計
上しているため、その差額はありません。

2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、

短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し

ております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等
によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
 

(その他の注記)
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項目

第17期中間計算期間
(平成25年11月29日現在)

金額(円)

元本の推移  
期首元本額 2,557,292,613
期中追加設定元本額 232,052,865
期中一部解約元本額 162,166,527
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

 

＜更新・訂正後＞

(平成25年12月30日現在)

Ⅰ　資産総額 2,630,009,632円

Ⅱ　負債総額 29,034,868円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 2,600,974,764円

Ⅳ　発行済数量 2,745,343,695口

Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.9474円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

(1) 資本金等

① 資本金の額

3,078百万円（平成25年６月末現在）

② 発行する株式の総数

200,000株（平成25年６月末現在）

③ 発行済株式総数

61,560株（平成25年６月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

(1) 資本金等

① 資本金の額

3,078百万円（平成25年12月末現在）

② 発行する株式の総数

200,000株（平成25年12月末現在）

③ 発行済株式総数

61,560株（平成25年12月末現在）

（以下略）

 

EDINET提出書類

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

18/31



２【事業の内容及び営業の概況】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

 

＜更新・訂正後＞

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める

金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を

行っています。

平成25年12月末現在、委託会社の運用するファンドは104本、純資産総額は749,456百万円です（ただし、親投資信

託を除きます。）。

ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

種類 本数 純資産総額

公募
単位型 株式投資信託 1本 12,912百万円

追加型 株式投資信託 83本 682,703百万円

私募 追加型 株式投資信託 20本 53,841百万円

合計 104本 749,456百万円
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３【委託会社等の経理状況】

本項の末尾に以下の内容を追加します。

 

＜追加＞

1. 中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内

閣府令第52号)により作成しております。

　中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。

 

2. 監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間(平成25年４月１日から平成25年

９月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。
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中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

当中間会計期間末

（平成25年9月30日）

資産の部    

流動資産    

預金  6,582,629  
前払費用  15,294  
未収委託者報酬  798,905  
未収運用受託報酬  16,374  
未収投資助言報酬  11,555  
未収収益  1,121,050  
立替金  31,486  
繰延税金資産  619,055  
為替予約  13,574  

流動資産計  9,209,927  

固定資産    
無形固定資産 ※1 1,954  
投資その他の資産    

繰延税金資産  92,814  
その他  28,067  

固定資産計  122,835  

資産合計  9,332,763  

負債の部    
流動負債    
預り金  71,138  
未払金    
未払手数料  403,314  
その他未払金  51,527  

未払費用  1,112,548  
未払法人税等  707,521  
未払消費税等 ※2 34,795  
賞与引当金  239,439  
事務所退去損失引当金  83,360  
為替予約  94  

流動負債計  2,703,740  

固定負債    
長期未払費用  266,926  
退職給付引当金  579,379  
賞与引当金  136,459  

固定負債計  982,765  

負債合計  3,686,506  

純資産の部    
株主資本    
資本金  3,078,000  
資本剰余金    
資本準備金  1,830,000  

資本剰余金計  1,830,000  

利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金  738,202  

利益剰余金計  738,202  
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株主資本計  5,646,202  

評価・換算差額等    
   その他有価証券評価差額金  54  

   評価・換算差額等合計  54  

純資産合計  5,646,256  

負債・純資産合計  9,332,763  
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(2)中間損益計算書

（単位：千円）

当中間会計期間

（自 平成25年4月1日

至 平成25年9月30日）

営業収益    

委託者報酬  4,058,468  

運用受託報酬  42,513  

投資助言報酬  21,399  

その他営業収益  1,680,660  

営業収益計  5,803,043  

営業費用    

支払手数料  2,105,042  

その他営業費用  624,889  

営業費用計  2,729,932  

一般管理費 ※1 1,833,065  

営業利益  1,240,044  

営業外収益  2,611  

営業外費用 ※2 29,209  

経常利益  1,213,446  

特別損失 ※3 59,337  

税引前中間純利益  1,154,108  

法人税、住民税及び事業税  691,416  

法人税等調整額  △ 172,978  

法人税等合計  518,438  

中間純利益  635,670  
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重要な会計方針

 

当中間会計期間

（自　平成25年4月1日

　 至　平成25年9月30日)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券

 

時価のあるもの

当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を

採用しております。　　　　　　　　　　　

2. デリバティブ取引の評価基準及び評価

方法

　時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法 無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し

ております。

4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　但し、当中間会計期間末の計上額はありません。

 (2) 賞与引当金

　支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

 (3) 事務所退去損失引当金

不動産賃貸借契約に基づき使用する事務所等の一部退去に伴う資産

除去費用に関連して負担する支払に備えるため、支払見込額を計上し

ております。

 (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認め

られる額を計上しております。数理計算上の差異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法

により按分した額を翌期から費用処理することとしております。

5. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換

算基準

　外貨建の金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. その他中間財務諸表のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末

(平成25年9月30日)

※1　無形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。

ソフトウェア 86,700千円

※2　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。

 

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間

（自　平成25年4月1日

　　至　平成25年9月30日)

※1　減価償却実施額  

無形固定資産 5,103千円
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※2　営業外費用の主要項目  

為替差損 10,755千円

事務処理損失 18,454千円

  

※3　特別損失の主要項目  

事務所退去損失引当金繰入額 53,824千円

割増退職金 5,513千円

 

(リース取引関係)

 当中間会計期間

 （自　平成25年4月1日

 　　至　平成25年9月30日)

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 

ファイナンス・リース取引（借主側）

 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

1.　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間会計期間末残高相当額

 器具備品  建物附属設備  合計  

取得価額相当額 393,859千円  653,585千円  1,047,445千円  

減価償却累計額相当額 362,663千円  432,018千円  794,681千円  

中間会計期間末残高相当額 31,196千円  221,567千円  252,764千円  

 

2.　未経過リース料中間会計期間末残高相当額

 

１年以内    40,932千円     

１年超    155,856千円     

合計    196,788千円     

 

3.　支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料    21,695千円     

減価償却費相当額    18,618千円     

支払利息相当額    1,365千円     

          

4.　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

(1) 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(2) 利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。

 

（金融商品関係）
当中間会計期間末（平成25年9月30日）

 

金融商品の時価等に関する事項

平成25年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

　 中間貸借対照表

計上額
時価 差額

(1)預金

(2)未収委託者報酬

(3)未収運用受託報酬

(4)未収投資助言報酬

(5)未収収益

(6)投資有価証券

　　その他の有価証券

6,582,629

798,905

16,374

11,555

1,121,050

 

17,387

6,582,629

798,905

16,374

11,555

1,121,050

 

17,387

-

-

-

-

-

 

-

資産計 8,547,903 8,547,903 -

(1)未払手数料
(2)未払費用
(3)未払法人税等

(4)長期未払費用

403,314

1,112,548

707,521

266,926

403,314

1,112,548

707,521

266,926

-

-

-

-

負債計 2,490,312 2,490,312 -

デリバティブ取引 (*1)

　　ヘッジ会計が適用されていないもの

 

13,480

 

13,480

 

-

デリバティブ取引計 13,480 13,480 -

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債権となる項目

については、正の値で示しております。

 

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬及び(5)未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(6)投資有価証券

投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、基準価額によっております。

また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。　　　

 

負　債

(1)未払手数料、(2)未払費用及び(3)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(4)長期未払費用

時価については、支払見込額に基づく現在価値によっております。

 

デリバティブ取引

　　　「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。

   

(有価証券関係）

当中間会計期間末（平成25年9月30日）

　　　

その他有価証券　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 (単位:千円)

 
種類

中間貸借対照表

計上額
取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
その他

 

17,188

 

17,100

 

88

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
その他

 

198

 

200

 

△ 1

        　　　　　合計  17,387 17,300 87

 

当期中に売却したその他有価証券

　(単位:千円)

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

その他 1,175 287 -

合計 1,175 287 -
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（デリバティブ取引関係）

当中間会計期間末（平成25年9月30日）

 

ヘッジ会計が適用されていないもの

 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、中間貸借対照表日における

契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。

 

通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっております。）           　　　   (単位:千円)

区分
 

契約額等
 

時価  評価損益
 うち1年超

市場取引以外の取引 為替予約取引

売建

　米ドル

買建

　ユーロ

米ドル

　シンガポールドル

 

 

521,991

 

624,892

149,674

68,703

 

 

-

 

-

-

-

 

 

8,509

 

5,983

△ 918

△ 94

 

 

8,509

 

5,983

△ 918

△ 94

　　　　　合計 1,365,262 - 13,480 13,480

 

（セグメント情報等）

　セグメント情報

　　当中間会計期間（自 平成25年4月1日　至 平成25年9月30日）

　当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

　　当中間会計期間（自 平成25年4月1日　至 平成25年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報　

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載

を省略しております。

 

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

　 本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。

 

3. 主要な顧客ごとの情報

当社の主要な顧客は一般投資家であり、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める顧客が存在しないため

記載を省略しております。

 

　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当中間会計期間（自 平成25年4月1日　至 平成25年9月30日）

　　　該当事項はありません。

 

　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当中間会計期間（自 平成25年4月1日　至 平成25年9月30日）

　　　該当事項はありません。

 

　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当中間会計期間（自 平成25年4月1日　至 平成25年9月30日）
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　　　該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

 
当中間会計期間末

（平成25年9月30日)

１株当たり純資産額 91,719円57銭

１株当たり中間純利益金額 10,326円03銭

（注）１.　潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

　２.　1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 

当中間会計期間

（自　平成25年4月1日

　　至　平成25年9月30日)

　中間純利益金額(千円) 635,670

　普通株主に帰属しない金額(千円) -

　普通株式に係る中間純利益金額(千円) 635,670

　普通株式の期中平均株式数(株) 61,560
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

 

＜更新・訂正後＞

① 受託会社

名　　　称 野村信託銀行株式会社

資本金の額 30,000百万円（平成25年９月末現在）

事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

 

② 販売会社

名称 資本金の額 事業の内容

株式会社ＳＢＩ証券
47,937百万円

（平成25年９月末現在）

金融商品取引法に定める第一

種金融商品取引業を営んでい

ます。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
10,000百万円

（平成25年９月末現在）

岡三証券株式会社
5,000百万円

（平成25年10月末現在）

髙木証券株式会社
11,069百万円

（平成25年９月末現在）

野村證券株式会社
※

10,000百万円

（平成25年９月末現在）

マネックス証券株式会社
7,425百万円

（平成25年９月末現在）

楽天証券株式会社
7,495百万円

（平成25年３月末現在）

株式会社イオン銀行
51,250百万円

（平成25年９月末現在）

銀行法に基づき銀行業を営ん

でいます。

※　新規申込みの取扱いを行いません。

 

③ 投資顧問会社

名　　　称 ドイチェ・アセット＆ウェルス・マネジメント・インターナショナルGmbH

資本金の額 800万ユーロ（約11.6億円）（平成25年３月末現在）　

事業の内容 有価証券等に係る投資顧問業及びその業務に付帯関連する一切の業務を営んでいま

す。

（注）ユーロの円換算は、便宜上、平成25年12月末現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１
ユーロ＝145.05円）によります。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成26年１月15日

 

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

 

あ ら た 監 査 法 人

 指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　荒川　進

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられ

ているドイチェ・ユーロスター・オープンの平成25年５月30日から平成25年11月29日までの中間計算期間の中間財務諸表、す

なわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監

査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう

な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を

実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を

省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な

虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され

る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を

検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

ドイチェ・ユーロスター・オープンの平成25年11月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成

25年５月30日から平成25年11月29日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。

以　 上

 

（注） １． 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

      ２． 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 

   次へ
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成25年12月６日

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業　務　執　行　社　員
公認会計士 野島　浩一郎　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第30期事

業年度の中間会計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借

対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表

を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間

監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に

関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る

監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手

続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による

中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財

務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま

れる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の平成25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間会計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 

（※）上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。
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